
 

福岡大学工学部電子情報工学科同窓会 

福大電子会 

 

総 会 資 料 
 

 

令和 4 年 5 月 14 日(土) 13:00 

オンライン開催(Zoom) 

 

総会式次第 

① 会長挨拶 

② 同窓会の活動および経過 

③ 令和元年度年度会計報告、監査 

④ 令和 2 年度会計会計報告、監査 

⑤ 役員改正（案） 

⑥ 活動計画 

⑦ その他 

 

参考資料：会則 



①会長挨拶 

 

②同窓会の活動および経過 

 

平成 5 年 2 月 20 日 同窓会発足準備会を開く 

平成 5 年 3 月 13 日 同窓会発足，名称：福大電子会 

初代会長：鳥飼 計(1 回生) 

平成 5 年 4 月 17 日 同窓会名簿発行準備会を開く 

平成 6 年 1 月 31 日 第 1 回同窓会名簿発行 

平成 10 年 7 月 11 日 第 1 回総会及び第 1 回懇親会(シーホークホテル） 

平成 12 年 9 月 30 日 第 1 回ゴルフコンペ(RKB 皐月 GC 天拝コース) 

平成 13 年 4 月 21 日 第 2 回ゴルフコンペ(九州カンツリー倶楽部, 春日原ゴルフ場) 

平成 19 年 8 月 29 日 同窓会ホームページ公開 

平成 19 年 12 月 1 日 総会準備会及び第 2 回懇親会(ホテルオークラ福岡) 

平成 20 年 5 月 24 日 宮本, 藤両先生の送別会(KKR 博多) 

平成 20 年 8 月 23 日 第 2 回総会及び第 3 回懇親会(八仙閣) 

会長に伊田信夫(8 回生) 

平成 21 年 3 月 21 日 築地先生送別会(ハイアット・リージェンシー・福岡) 

平成 21 年 5 月 17 日 福岡大学工学部同窓会設立(副会長：伊田信夫, 幹事：林純一郎) 

平成 21 年 8 月 22 日 第 4 回懇親会(八仙閣) 

平成 22 年 5 月 21 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

鳥飼計(1 回生), 田中基継(1 回生), 白石君男(6 回生), 高武秀樹(7

回生) 

平成 22 年 5 月 28 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

谷本正康(2 回生) 

平成 22 年 9 月 4 日 第 5 回懇親会(八仙閣) 

平成 23 年 5 月 20 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

井芹陽一(8 回生), 木戸健二(10 回生) 

平成 23 年 5 月 27 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

今村好秀(6 回生) 

平成 23 年 9 月 3 日 第 3 回総会及び第 6 回懇親会(八仙閣) 



平成 24 年 5 月 25 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

宮崎孝三(2 回生), 野村裕之(7 回生) 

平成 24 年 6 月 1 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

猪口正幸(6 回生) 

平成 24 年 9 月 1 日 第 7 回懇親会(八仙閣) 

平成 25 年 5 月 31 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

城野秀憲(6 回生) 

平成 25 年 6 月 1 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

豊増直之(15 回生) 

平成 25 年 9 月 7 日 第 8 回懇親会(八仙閣) 

平成 26 年 5 月 16 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

重丸浩美(6 回生) 

平成 26 年 5 月 23 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

太田拓夫(1 回生) 

平成 26 年 9 月 13 日 第 4 回総会及び第 9 回懇親会(八仙閣) 会長に伊田信夫(8 回生)を再

選 

平成 27 年 2 月 27 日 卒業生勧誘用カード作成 

平成 27 年 5 月 15 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

岸良吉晃(30 回生) 

平成 27 年 5 月 22 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

森 淳(30 回生) 

平成 27 年 8 月 29 日 第 10 回懇親会(平和楼 天神本店) 

平成 28 年 10 月 15 日 創設五十周年記念同窓会（基調講演 1 号館 123 番教室） 

第 11 回懇親会(中央図書館１階ラウンジ「陽だまり」) 

平成 30 年 10 月 13 日 第回 5 総会及び第 12 回懇親会(八仙閣) 

会長に森 淳(29 回生)を選出 

令和元年 10 月 5 日 第 13 回懇親会(TKP ガーデンシティ博多アネックス)  

 



③令和元年度会計報告、監査 

自 平成 31 年 4 月 1 日 

至 令和 2 年 3 月 31 日 

 

 

摘要 収入 支出 

前年度繰越金 ¥425,934   

受け取り利息 ¥4   

福大電子会 名刺作成(役員 6 名分)  \10,520 

電子会ホームページ保守料  \12,960 

懇親会不足分補填  \12,000 

振込手数料  \1,308 

役員行事参加費 

(工学部同窓会・有心会) 

 \70,000 

次年度繰越金   \319,150 

計 \425,938 \425,938 

 



④令和２年度会計報告、監査 

自 令和 2 年 4 月 1 日 

至 令和 3 年 3 月 31 日 

 

 

 

摘要 収入 支出 

前年度繰越金 \319,150   

電子会ホームページ保守料   ¥13,200 

振込手数料  \220 

次年度繰越金   ¥305,730 

計 ¥319,150 ¥319,150 

  

 

次年度繰越金内訳：郵便普通預金 305,730 円 (No.17470-48668311) 

特別会計として郵便定額預金 1,000,000 円 

 

上記の通り，ご報告申し上げます． 

令和 3 年 3 月 31 日 福岡大学電子情報工学科同窓会 

福大電子会 会 長 森 淳 

会 計 三角 真 

 

 

監査の結果，適正に処理されており，上記のとおり相違ないことを認めます。 

 

令和 3 年 3 月 31 日    会計監査 松原 和宜
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⑤役員改正（案） 

役員 氏名       

会長 森 淳       

副会長 阿部 利幸       

幹事長 不在       

副幹事長 不在       

顧問 白石 君男 松本 勝哉     

会計監査 松原 和宣       

庶務 不在       

会計 三角 真       

        

幹事 氏名       

第 1 回生(S45.卒) 田中 敏彦 吉村 善行     

第 2 回生(S46.卒) 西村 秀紀 井手 一成     

第 3 回生(S47.卒) 林 純一郎 黒石 豊明     

第 4 回生(S48.卒) 川上 由基人       

第 5 回生(S49.卒) 福重 文夫       

第 6 回生(S50.卒) 松本 勝哉 今村 好秀 重丸 浩美   

第 7 回生(S51.卒) 馬男木 澄夫 薄 智之     

第 8 回生(S52.卒) 川上 貢 薮内 康博     
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第 9 回生(S53.卒) 徳島 了 堀 正八郎     

第 10 回生(S54.卒) 大久保 誠       

第 11 回生(S55.卒) 永井 真二       

第 12 回生(S56.卒) 山崎 正明       

第 13 回生(S57.卒) 吉積 徳行 高津城 邦夫 馬場 正明   

第 14 回生(S58.卒) 虎口 幸生 豊増 直之     

第 15 回生(S59.卒) 柴田 誠       

第 16 回生(S60.卒) 松本 知之       

第 17 回生(S61.卒) 舟越 美津 新田 伸二郎     

第 18 回生(S62.卒) 里村 充生       

第 19 回生(S63.卒) 高尾 秀樹       

第 20 回生(H1.卒) 伊藤 信幸       

第 21 回生(H2.卒) 長谷 一也 池田 和博     

第 22 回生(H3.卒) 兼田 朋典 杉原 義彦     

第 23 回生(H4.卒) 平尾 一 松田 琢磨 横尾 政和   

第 24 回生(H5.卒) 森 隆介 高橋 誠     

第 25 回生(H6.卒) 遠藤 千晶 松崎 保喜     

第 26 回生(H7.卒) 川崎 重之 力丸 泰山     

第 27 回生(H8.卒) 梶原 智紀 谷口 浩司     

第 28 回生(H9.卒) 樋口 豊 吉留 誠一     
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第 29 回生(H10.卒) 石松 博文 今村 紀男     

第 30 回生(H11.卒) 賀村 真也 酒井 明宏     

第 31 回生(H12.卒) 小林 英樹 辻 浩二     

第 32 回生(H13.卒) 村上 博信 松尾 徹     

第 33 回生(H14.卒) 池田 章太郎 大城 超 大塚 浩介 守屋 光彦 

第 34 回生(H15.卒)         

第 35 回生(H16.卒)         

第 36 回生(H17.卒)         

第 37 回生(H18.卒)         

第 38 回生(H19.卒)         

第 39 回生(H20.卒)         

 



9 

⑥活動計画 

 

令和 4 年 5 月 13 日 電子情報工学科特論「先輩と語る-大学と社会」(1 年次)で講演 

森 淳、阿部利幸 

令和 4 年 10 月 令和 4 年度総会、懇親会 

 

⑦その他 

参加者の近況報告など 



10 

福大電子会会則 

      第 1 章 総  則 

第 1 条 本会は、福岡大学工学部電子情報工学科同窓会（略称福大電子会）と称する。 

第 2 条 本会は、会員相互の親睦を図り、社会の発展に寄与することを目的とする。 

第 3 条 本会は、本部を福岡大学工学部電子情報工学科内に置く。 

第 4 条 本会は、その目的の為に、総会の開催、その他必要な事業を行なう。 

第 5 条 本会には、支部をおくことができる。 

     第 2 章 会 員 

第 6 条 本会の会員は、次のとおりとする。 

       1.［正会員］ 福岡大学工学部電子工学科、電子情報工学科卒業生および大学院修了者。 

      2.［準会員］ 本学科在学生および役員会で入会を認めた本学科中途退学者。 

      3.［特別会員］本学科の職員およびその職にあった者。 

第 7 条 会員並びに準会員（但し、中途退学者のみ）は、役員会で定める会費を納入しなければな

らない。 

第 8 条 会員は、住所、勤務先等の変更が生じた場合には、すみやかにその旨を本部へ連絡しなけ

ればならない。 
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    第 3 章 役 員 

第 9 条 本会の役員は、正会員の中から選出した次の者を置く。 

      1. 会   長  1 名 

      2. 副 会 長  2 名 

      3. 幹 事 長  1 名 

      4. 副  幹 事 長 若干名 

      5. 顧   問  若干名 

      6. 会 計 監 査  2 名 

      7. 庶   務    3 名 

      8. 会   計  若干名 

      9. 幹   事  各卒業年次毎に数名      

第 10 条 役員の任期は 3 年とする。但し、再任を妨げない。 

第 11 条 会長並びに副会長は、総会に参加した正会員の中から互選により選出する。 

第 12 条  幹事長、副幹事長、顧問、庶務、会計および会計監査は、会員の中から会長 がこれを 

委嘱する。なお、会長は必要に応じ会長を除く他の役員数を変更することができる。 

第 13 条 幹事長は、正会員の中から副幹事長、幹事を委嘱する。 

第 14 条 会長は、本会を代表し会務を遂行する。 

第 15 条 副会長は、会長の業務を補佐し、会長不在の場合はその業務を代行する。 

第 16 条 幹事長および副幹事長は、会長に協力し、会務を処理する。 

第 17 条 会計監査は、年 1 回毎に監査を行ない役員会にて監査結果を報告する。 

第 18 条 庶務は会長および幹事長に協力し、庶務およびその他の会務を処理する。 
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第 19 条 会計は会長および幹事長に協力し、会計およびその他の会務を処理する。 

第 20 条 幹事は、庶務および会計を助け、庶務およびその他の会務を処理する。 

      第 4 章 役 員 会 

第 21 条 役員会は、第 3 章の第 9 条で定めた役員で組織する。 

第 22 条 役員会は、本会の会則に関する件、その他重要な事項を決議する。 

第 23 条  役員会は、会長がこれを必要と認めた場合の他、幹事の 1/3 以上からの請求のあった

とき会長が召集する。 

第 24 条 役員会の議長は、会長とする。 

第 25 条 役員会は、役員総数の 1/3 以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数を以てこ

れを決定する。可否同数なときは会長がこれを決定する。但し、 あらかじめ委任状を提出した者は

出席者とみなす。 

      第 5 章 総 会 

第 26 条 総会は、役員会において必要と認めたときに開催する。 

第 27 条 総会の議長は、幹事長とする。 

第 28 条 総会の議事は、役員会で必要と認めた事項とし、その決議は出席会員の過半数を以て成

立するものとする。 

      第 6 章 会 計 

第 29 条 本会の運営経費は、会費、寄付金、その他の諸収入をあてる。ただし、会費については、

別途に定める。 

第 30 条 本会の決算は、会計監査を受け、役員会で承認を受ける。 

第 31 条 本会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 
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      第 7 章 支 部 

第 32 条 支部を設置する場合には、支部長を定め、会員名簿を整え会長に報告し 役員会にて承

認を受ける。 

    附 則 

     本会則は、平成 5 年 3 月 13 日より実施する。 

    附 則 

     本会則は、平成 10 年 7 月 11 日より実施する。 

         平成 10 年度、電子工学科の改組による学科名称変更(電子情報工学科)のため。 

附 則 

     本会則は、平成 20 年 8 月 23 日より実施する。 


